
 

大口町幼稚園就園者給食費等助成金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、幼稚園児等の保護者に対して、給食費等の一部を助成するこ

とにより、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援し、安心して子育てが

できる環境を整えることを目的とする。 

 （助成基準及び助成金の額） 

第２条 大口町幼稚園就園者給食費等助成金（以下「助成金」という。）は、幼稚園

等に在園し、大口町に住所を有する満３歳以上の園児の保護者に対して、給食費

等のうち主食代相当分として、１人１月あたり８５０円の助成を行うものとする。

ただし、対象園児が退園、転出等したときは、当該事由が発生した月分まで助成

するものとする。 

 （交付の申請） 

第３条 助成金を受けようとする者は、助成金交付申請書（様式第１）を町長に提

出するものとする。 

２ 前項の申請に当たり、申請者は、あらかじめ委任届出書（様式第２）を町長に

提出し、助成金の請求及び受領の権限を、幼稚園等設置者（以下「代理請求者」）

に委任することができるものとする。 

（交付の決定及び通知） 

第４条 町長は、助成金交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認め

るときは、助成金の交付を決定し助成金交付決定通知書（様式第３）を、却下と

したときは、助成金却下決定通知書（様式第４）により申請者に通知するものと

する。 

 （助成事業の変更） 

第５条 申請者は、助成金交付決定通知後に幼稚園等を退園、又は他市町村に転出

等したときは、助成金変更交付申請書（様式第１）を町長に提出するものとする。 

 （変更交付の決定及び通知） 

第６条 町長は、助成金変更交付申請があったときは、第４条に準じて交付の決定
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及び通知をするものとする。 

 （助成金の請求） 

第７条 申請者は、町長の定める期日までに助成金請求書（様式第５）を町長に提

出するものとする。 

２ 申請者より委任を受けた代理請求者は、町長の定める期日までに助成金代理請

求書（様式第６）を町長あて提出しなければならない。 

３ 対象園児が退園、転出等したときは、助成該当月分について随時請求できるも

のとする。ただし、先に助成金の委任の届出書を提出している場合は、委任解除

届出書（様式第７）を町長に提出しなければならない。 

 （交付の時期） 

第８条 助成金は２月に交付する。 

２ 代理請求者は、町から助成金の交付を受けたときは、速やかに申請者に対し助

成金を支給するものとする。 

３ 対象園児の退園、転出等により請求があった場合は、助成該当月分について随

時交付するものとする。 

 （支払の確認） 

第９条 代理請求者が助成金の支給を行った場合は、申請者から助成金受領書（様

式第８）を徴収し、町長に提出しなければならない。 

 （助成金の返還） 

第１０条 町長は、申請者が偽りその他不正行為によって助成金の交付を受けたと

きは、助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。 

 （その他必要事項） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。 

 

附 則（平成２３年３月２９日 大口町告示第２４号） 

 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。    

附 則（平成２８年３月２９日 大口町告示第３０号） 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  
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様式第１（第３条、第５条関係） 

 

年度幼稚園就園者給食費等助成金（変更）交付申請書 

 

 

年  月  日 

１ 助成を受けようとする保護者 

住 所 

 〒   －                   

 

（電話番号） 

氏 名                    ○印  

 

２ 在園児の氏名 

氏   名 

 

年  月  日生 

幼稚園名 

 学 年       歳児 

 

３ 支給申請額                            

            

             円  （内訳）８５０円×  月分 

※ 途中入退園の場合は、在園月数分とする。 

  

 

 

 

 

 

 

（幼稚園の証明欄） 

上記の者は、当幼稚園の在園児であることを証明します。 

        年  月  日 

大口町長         様 

 

幼稚園名 

代表者名              
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様式第２（第３条関係） 

  

       幼稚園就園者給食費等助成金についての委任届出書 

 

                            年  月  日 

 大口町長       様 

 

 

    委任 者    

 保護者氏名                    

 在園児氏名  

 

    私は、下記の者を受任者と定め、下記受任者が大口町幼稚園就園者給食費 

   等助成金の請求及び受領を行うことを委任します。 

 

記 

 

    受任者 

幼稚園設置者の 

名称及び代表者名 

 

所在地及び連絡先 〒   － 

          （電話番号）       
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様式第３（第４条・第６条関係） 

 

年度幼稚園就園者給食費等助成金（変更）交付決定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

            様 

大口町長          □印  

 

    先に申請のありましたこのことについて、下記のとおり決定します。 

 

記 

 

助成金交付決定額  円 

内

訳

 

既 決 定 額 円 

増 （ 減 ） 額 円 

 

 

１ 本経費が目的外に使用されたとき及び残額を生じたときは返納されるもの

とする。 

 

 

- 5 -



 

様式第４（第４条・第６条関係） 

 

年度幼稚園就園者給食費等助成金（変更）却下決定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

            様 

 

大口町長          □印  

 

先に申請のありましたこのことについて、下記の理由により却下します。 

 

記 

 

却下理由 
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様式第５（第７条関係） 

 

請  求  書 

 

年  月  日 

 大口町長      様 

 

                  保護者 住 所 

氏 名          ○印  

 

 

金           円 

 

（ただし、    年度 大口町幼稚園就園者給食費等助成金として） 

 

 

 振込先 

   

 

 

 

   ※ 振込先は、助成金申請者（保護者）とする。 

   ※ 対象園児の退園等により随時に請求をする場合は、委任解除届書 

     を添付するものとする。 

 

   

 

 

金融機関名           支 店 名  

口 座 番 号 普・当 名 義 人  
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様式第６（第７条関係） 

 

代 理 請 求 書 

 

年  月  日 

 大口町長      様 

 

                代理請求者 住 所 

氏 名          ○印  

 

 

金           円 

 

（ただし、    年度 大口町幼稚園就園者給食費等助成金として） 

 

 

 振込先 

   

 

 

 

     

  

     ※ 添付書類 

助成金受給対象園児明細書 

 

 

金融機関名           支 店 名  

口 座 番 号 普・当 名 義 人  

債権者コード  
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様式第７（第７条関係） 

  

       幼稚園就園者給食費等助成金についての委任解除届出書 

 

                            年  月  日 

 大口町長       様 

 

 

    委 任 者  

 保護者氏名                    

 在園児氏名  

 

    私は、下記の者を受任者と定め、下記受任者が大口町幼稚園就園者 

給食費等助成金の請求及び受領を行うことを委任しましたが、この度 

        するため、委任を解除します。 

 

記 

 

    受任者  

幼稚園設置者の 

名称及び代表者名 

 

所在地及び連絡先 〒   －  

          （電話番号）       
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様式第８（第９条関係） 

 

受 領 書 

                            

                         年  月  日 

       幼稚園 様 

 

保護者 住 所 

氏 名           ○印  

 

 

    園児      に係る大口町幼稚園就園者給食費等助成金について 

 金      円 受領いたしました。 
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